
03-1 操作方法（仮申請）

・ 申請者側のみやぎ電子申請システム申請方法について説明します。

① 入力フォームを入力します。

「このまますぐに申請する」
「ログインして申請」
どちらでも申請が可能です。

② 申請者のメールアドレスを入力します。

③ メール送信完了を確認します。

３



03-2 操作方法（仮申請）

④利用者アドレスに［フォームURLのご案内］メールが届きます。

⑤入力フォームに移ります。ページ冒頭の申請にあたっての説明を確認します。

←記載のURLを
クリックします

４



03-3 操作方法（仮申請）

⑥申請するフォームが合っていることを確認しながら、スクロールして入力していきます。

⑦クリップやカメラのマークがついているものについては、指定のファイルを添付します。

５

クリックするとファイルが添付できます。
（10MBまで添付可能です）

様式の指定があるものについては、
リンクからダウンロードできます。



03-4 操作方法（仮申請）

⑧申請内容を入力後、許可証の受け取り方法を選択します。

↑
全ての項目を入力後、クリック

６

⑨選択した内容に応じて、申請後に郵送提出が必要な書類と、郵送先が表示されます。

「郵送受取（郵送料負担）」「郵送受取（返送用封筒提出）」
「薬務課・保健所受取※」のいずれかを選択します。

⑩手数料を確認し、「金額確認画面へ進む」をクリックします。

※管轄にあわせて選択できます。

↑郵送提出が
必要な書類を確認

←郵送先を確認



03-5 操作方法（仮申請）

⑪「確定前金額確認」→「入力内容確認」にすすみ、内容を確認します。

⑫入力内容に誤りや不備がないことを確認し、「送信」をクリックします。

７

許可証の「郵送受取（郵送料負担）」を選択した
場合は、申請手数料の他に郵送料（５３０円又は
４６０円）が加算されます。



03-6 操作方法（仮申請）

⑬申請者のアドレスに［【重要】仮申請完了のご案内］メールが届きます。
メールには２つのパスワードが記載されているため、大切に保管してください。

申請状況の照会に使用するパスワードです。

８

決済画面へのログインに使用するパスワードです。

！重要！

申請時の入力内容が記載されています。

※ 本メールが届きましたら、配置販売業の廃止届は登録証（原本）、配置従事者登録申請は
身分証明書用写真、配置従事者身分証明書の書換え・再交付申請は身分証明書（原本）と
身分証明書用写真、配置従事者身分証明書の返納届は身分証明書（原本）を、速やかに郵送
してください（P９-11参照）。

※ 電子申請フォームによる仮申請及び必要書類の提出後に、申請先（薬務課）で申請
内容を審査し、審査完了後に支払い依頼メールを送付させていただきます（P14参照）。

仮申請案内メールに、原本の郵送提出が必要な書類が記載されている場合は、
同書類の受領後に本申請の案内メール（手数料の支払い案内メール（P14））
をお送りいたします（支払い後に本申請完了）。
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